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船舶事故調査報告書 

 

                            令和３年７月２８日      

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和２年４月２４日 ２１時２２分ごろ 

発生場所 千葉県銚子市犬吠埼東方沖 

 犬吠埼灯台から真方位０８３°２.８海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３５°４２.８′ 東経１４０°５５.５′） 

事故の概要 貨物船みつひろ７は、北進中、引船第二十六冨
ふ

美
み

丸は、フローティ

ングドック大山
だいせん

650-34 をえい
．．

航しながら北進中、みつひろ７と大山

650-34 とが衝突した。 

みつひろ７は左舷船尾部外板の凹損等を生じ、また、大山 650-34

は、右舷船尾部外板に凹損を生じた。 

事故調査の経過 令和２年５月２９日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 みつひろ７、４９９トン  

１４１４１２、有限会社三原汽船 

７１.０４ｍ×１２.００ｍ×７.１２ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成２２年１２月 

Ｂ 引船 第二十六冨美丸、２２８トン 

１３４７５２、冨美船舶株式会社 

３８.５１×８.５０ｍ×３.７４ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成７年２月 

Ｃ フローティングドック 大山 650-34、６,５００トン（載貨重量

トン数） 

   なし、株式会社山本精工所 

   ５６.００ｍ×３９.００ｍ×２３.００ｍ、鋼 

機関なし、平成２６年（建造） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ４９歳 

四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成１２年８月３日 

     免 状 交 付 年 月 日 平成２７年６月２５日 

免状有効期間満了日 令和２年８月２日 

Ｂ 船長Ｂ ４６歳 
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四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成１４年５月２２日 

     免 状 交 付 年 月 日 平成２９年２月２日 

免状有効期間満了日 令和４年５月２１日 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船尾部外板に凹損及び擦過傷、左舷上甲板に座屈及び曲損、

ハンドレールの曲損 

Ｂ なし 

Ｃ 右舷船尾部外板に凹損 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 南東、風力 ５、視程 約２～３Ｍ 

海象：波高 約１.５ｍ 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａほか４人が乗り組み、鋼材約１,５２５ｔを積載

し、北海道釧路市釧路港に向けて令和２年４月２４日１１時１０分ご

ろ千葉県木更津港君津地区を出港した。 

船長Ａは、１９時２０分ごろ航海士と当直を交代し、単独で船橋当

直につき、ヘッドアップの８ＭレンジとしてＡＩＳ情報が重畳される

レーダーを起動し、２０時１４分ごろ犬吠埼東南東方沖を約０００°

の針路及び約１１.０ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で

Ａ船を自動操舵により航行していた。 

船長Ａは、２１時１５分ごろ、ほぼ正船首方向に、船尾灯である白

灯１個及び‘その上方やや右に白灯１個’（以下「本件白灯」とい

う。）を認め、本件白灯が眼高よりも高いので船舶の灯火ではなく、

航空機の灯火かもしれないと思ったものの、この二つの白灯の動静を

監視しながら針路を３°右に向けた。 

船長Ａは、船尾灯が船首方から左方に、本件白灯が徐々に右方から

正船首方に移動していくのを認め、そのまま航行を続けていたとこ

ろ、レーダー画面にＢ船のＡＩＳ情報が表示されているのに気付き、

０.５Ｍの距離であることが分かった。 

船長Ａは、Ｂ船の船尾灯がＡ船の左舷方にかわり、同灯上方に引船

灯の黄色い灯火が見え始め、また、本件白灯がほぼ正船首方で近いよ

うに感じ、本件白灯を双眼鏡で確認したところ、間近に接近したＣ船

の灯火であることに気付き、右舵を一杯に取ったものの、２１時２２

分ごろ、Ａ船の左舷船尾部とＣ船の右舷船尾部とが衝突した。 

船長Ａは、ＶＨＦでＢ船を呼び出してＡ船がＣ船と衝突した旨を伝

え、海上保安庁からの指示を受け、茨城県鹿島港に入港した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか４人が乗り組み、約４５０ｍ延出したえい
．．

航索

で無人のＣ船をえい
．．

航する引船列（以下「Ｂ船引船列」という。）を

構成し、茨城県ひたちなか市常陸
ひ た ち

那珂
な か

港に向け、４月１５日０７時０

０分ごろ鹿児島県谷山港を出航した。 

船長Ｂは、２０時００分ごろ単独で船橋当直につき、法定灯火を表
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示して犬吠埼南東方沖で針路を約０００°とし、Ｂ船引船列を約３.

５～４knの速力で自動操舵により航行していた。 

船長Ｂは、操舵スタンド後方の椅子に座り、レーダーを６Ｍレン

ジ、ヘッドアップで使用し、周囲に航行する他船もいないので、ま

た、追越し船が来ても微速力で航行しているＢ船引船列を避航してく

れると思い、航行を続けていたところ、船長ＡからＶＨＦで呼び出さ

れ、Ａ船がＣ船と衝突したことを知らされた。 

 Ｂ船引船列は、海上保安庁の指示により、常陸那珂港に入港した。 

（付図１ 航行経路図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋）、付表２ 

Ｂ船のＡＩＳ記録（抜粋）、写真１ Ａ船、写真２ Ａ船の損傷状

況、写真３ Ｂ船、写真４ Ｃ船、写真５ Ｃ船の損傷状況 参

照） 

 その他の事項 船長Ａは、衝突直前までＣ船がＢ船引船列の被えい航船であること

に気付いていなかった。 

船長Ａは、ＦＴＣ（雨雪反射除去装置）を適切に調整していなかっ

たので、Ｃ船のレーダー映像が雨で確認できず、本件灯火がＣ船であ

ると認識できなかったと本事故後に思った。 

Ｃ船は、船体が左舷部及び右舷部にそれぞれ分かれて構成されてお

り、船尾灯（本件白灯）が右舷部中間デッキに設置されていた。（図

１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

（図１ Ｂ船及びＣ船の法定灯火の配置図、船尾から船首方を望む） 

 

海上衝突予防法には次のとおり定められている。 

第１３条 追越し船は、この法律の他の規定にかかわらず、追い越

される船舶を確実に追い越し、かつ、その船舶から十分に遠ざかるま

でその船舶の進路を避けなければならない。 

第１６条 この法律の規定により他の船舶の進路を避けなければな

らない船舶（次条において「避航船」という。）は、当該他の船舶か

ら十分に遠ざかるため、できる限り早期に、かつ、大幅に動作をとら

なければならない。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ｂ船 船尾灯 

引船灯 

右舷部 左舷部 

本件白灯 

喫水線 
Ｃ船 ３９.００ｍ 
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 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

 Ａ船は、犬吠埼東方沖を北進中、船長Ａが、正船首方に船尾灯及び

その右舷方に本件白灯を認めた際、Ｃ船がＢ船引船列の被えい航船で

あることを認識していない中、二つの白灯が何を示すか分からないま

ま目視のみで航行を続けたことから、間近に接近して本件白灯がＣ船

でありＢ船引船列の被えい航船であると気付き、右舵一杯を取ったも

のの、Ｃ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ａは、ＦＴＣ（雨雪反射除去装置）を適切に調整していなかっ

たことから、Ｃ船のレーダー映像が雨で確認できず、Ｃ船がＢ船引船

列の被えい航船であることを認識できなかったものと考えられる。 

 Ｂ船引船列は、犬吠埼東方沖を北進中、船長Ｂが、追越し船が来て

もＢ船引船列を避航してくれると思い、航行を続けたことから、Ａ船

がＣ船に接近していることに気付かず、Ｃ船とＡ船とが衝突したもの

と考えられる。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船及びＢ船引船列が犬吠埼東方沖を共に北進

中、船長Ａが、正船首方に船尾灯及びその右舷方に本件白灯を認めた

際、Ｃ船がＢ船引船列の被えい航船であることを認識していない中、

二つの白灯が何を示すか分からないまま目視のみで航行を続け、ま

た、船長Ｂが、追越し船が来てもＢ船引船列を避航してくれると思

い、航行を続けたため、Ａ船とＣ船とが衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、夜間、灯火を認めた場合、ＦＴＣを適切に調整してレー

ダーを適切に使用し、速力が遅い大型えい航の引船列のこともあ

るので継続的にその動静を監視し、同灯火が他船であるかどうか

を見極めて大幅に舵を取り、同灯火を十分離して航行すること。

また、必要に応じてＶＨＦで当該灯火の船舶と交信し、当該灯火

が海上衝突予防法で定められる航行船舶が表示する灯火の状態を

確認すること。 

・当直の乗組員は、えい航物件をえい
．．

航中、常時レーダーで前方の

みならず後方のレンジを含め、周囲の映像を適切に監視し、窓や

扉を開け、ＶＨＦの音声も適切に調整し、汽笛の吹鳴など聴覚に

よる見張り及び自船のみならず被えい航物件への他船の接近に注

意して見張りを適切に行うこと。 
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付図１ 航行経路図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県銚子市 

事故発生場所 
（令和２年４月２４日 
 ２１時２２分ごろ発生） 
 

犬吠埼灯台 

Ｂ船の航跡 

Ａ船の航跡 

12 

21:15 20:45 

犬吠埼 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置であり、ＧＰＳアンテナの位置情報は、船首から６１ｍ、

船尾から１４ｍ、左舷から５ｍ、右舷から７ｍであった。また、対地針路及び船首方位は真方位である。 

 

付表２ Ｂ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置であった。また、対地針路は真方位である。 

 

 

 

 

 

時 刻 

（時:分:秒） 

船 位※ 
対地針路※ 

（°） 

船首方位※ 

（°） 

対地速力 

(kn) 
北 緯 東 経 

 (°-′-″） （°-′-″） 

20:00:05 35-28-54.8 140-43-46.3 034.5 037 12.9 

20:10:04 35-30-36.3 140-45-25.0 042.0 038 13.1 

20:20:06 35-32-13.0 140-47-13.9 036.5 034 12.9 

20:30:04 35-33-53.9 140-48-50.6 037.6 036 12.5 

20:40:04 35-35-32.5 140-50-30.0 040.6 039 12.6 

20:50:04 35-37-11.0 140-52-04.9 035.4 028 12.4 

21:00:06 35-38-55.7 140-53-29.1 033.6 030 12.5 

21:10:06 35-40-39.4 140-54-48.8 026.3 030 11.5 

21:13:05 35-41-08.1 140-55-12.3 033.3 031 11.6 

21:14:01 35-41-17.6 140-55-16.9 004.8 359 10.8 

21:16:05 35-41-40.2 140-55-19.2 005.3 003 11.0 

21:18:05 35-42-02.3 140-55-22.1 007.3 004 11.0 

21:20:04 35-42-24.2 140-55-25.3 006.2 002 10.9 

21:21:04 35-42-35.2 140-55-26.8 007.7 002 11.0 

21:22:00 35-42-45.0 140-55-27.8 004.0 010 10.9 

21:22:25 35-42-49.3 140-55-29.5 029.4 032 10.3 

時 刻 

（時:分:秒） 

船 位※ 
対地針路※ 

（°） 

対地速力 

(kn) 
北 緯 東 経 

 (°-′-″） （°-′-″） 

19:00:14 35-35-32.8 140-52-59.3 027.0 4.2 

20:00:13 35-38-48.8 140-55-09.8 010.7 3.0 

20:30:14 35-40-32.3 140-55-23.8 002.1 4.1 

20:40:13 35-41-07.6 140-55-23.3 358.4 3.8 

20:50:13 35-41-44.5 140-55-20.6 350.0 3.8 

20:59:13 35-42-17.3 140-55-20.0 002.4 3.8 

21:03:44 35-42-32.0 140-55-20.2 002.2 2.8 

21:04:06 35-42-33.1 140-55-20.1 357.1 2.9 

21:06:43 35-42-39.4 140-55-21.0 357.2 1.6 

21:32:14 35-43-12.9 140-55-26.6 029.0 0.2 
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写真１ Ａ船          写真２ Ａ船の損傷状況 

  

 

 

 

写真３ Ｂ船             写真４ Ｃ船 

  
 

 

 

写真５ Ｃ船の損傷状況 

 


